
令 和 ６ 年 ５ 月 １ ３ 日
奈 良 県 警 察 本 部
生 活 安 全 企 画 課
（ 犯 罪 抑 止 対 策 室 ）

を装った
アポ電に

こんな話は、

令和６年６月から始まる定額減税制度について、税務署職員が、
皆様に電話をすることは一切ありません。

定額減税の関係で還付金があります。
政府が打ち出した減税で、あなたには、
約３万円の還付金がある。

手続きは、ATMで行います。


